
 

建築物石綿含有建材調査者による事前調査の徹底を要請 

～建設業労働災害防止協会福島県支部長あてに要請書を交付します～ 

福 島 労 働 局 発 表 

令和５年６月２１日 

 

担 

 

当 

福島労働局労働基準部健康安全課 

 課 長  田中 暁雄 

 労働衛生専門官  髙田 豊和 

 電話０２４－５３６－４６０３（直通）  

令和２年７月に改正された石綿障害予防規則により、建築物等の解体・改修工事に対す

る石綿対策について規制が強化され、令和２年１０月１日以降、以下の事項等について順

次施行されています。 

 

 

 

 

 

 

 

今般、令和５年１０月１日より「建築物石綿含有建材調査者による建築物等の解体又は

改修工事の事前調査」について施行されることから、以下の日程により、建設業労働災害

防止協会福島県支部に対して、建築物石綿含有建材調査者による事前調査の周知徹底につ

いて要請を行うことといたしました。 

当日は、福島労働局労働基準部長が建設業労働災害防止協会福島県支部長あてに要請書

を交付します。 

また、建築物石綿含有建材調査者による事前調査の周知徹底については、同日、他の関

係団体、事業主団体に対しても要請することとしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 日時 令和５年６月２６日（月）１０時００分から 

２ 場所 建設業労働災害防止協会  福島県支部 

（福島市五月町４番２５号 福島県建設センター３階） 

〇 工事開始前の石綿の有無の調査（調査方法の明確化、調査結果記録の３年保存） 

〇 電子システムによる事前調査結果等の労働基準監督署への報告 

〇 吹付石綿・石綿含有保温材等の除去等に係る措置 

〇 石綿含有仕上塗材・成形板等の除去等に係る措置 

〇 写真等による作業の実施状況の記録 

 

取材を希望される報道関係者の方は、６月２３日（金）１０時までに別紙により 

ご連絡願います。 

 



 

 

【 取 材 申 込 】 

 

 

FAX ０２４－５３５－５７５５ 

福島労働局労働基準部健康安全課 髙田 あて 

 

 

報道機関名 氏  名 

  

  

  

 

 

 

 

 

ご担当者                        

 

ご連絡先                        

 

 

 

 

 

※ 来場者数把握のため、６月２３日（金）１０時までに FAXにてご連絡ください。 

 

 

別 紙  






